
 

公益法人北海道社会福祉士会旅費・日当等の支払細則 

細則第６号 

2013 年 4 月 1 日制定 

2016 年 10 月 22 日改正 

(目的) 

第１条 この細則は、公益社団法人北海道社会福祉士会(以下「本会」という。)費用弁償に

関する規則(規則第３号)および本会謝金等支払規程(規程第 15 号)の規定に基づき、旅費・

日当等の支払いを受ける場合の基準を明らかにすることを目的とする。 

(役員等の責務) 

第２条 各会議等を招集する役員は、会員が出席しやすいよう招集時期、開催時間帯、場所

等を配慮するものとする。 

(会員の責務) 

第３条 会員はできる限り安価な手段を用いるよう努めるものとする。 

２  やむを得ず自家用車を使用する際は安全運転に努めるものとする。 

(役員等の交通費) 

第４条 役員等の交通費は、実費を支給する。 

２ 交通費は、役員等の現住所を起点として、公共交通機関を利用し最短経路による実費を

旅費請求書に基づき支給する。 

３ タクシー代は、やむを得ない場合を除き、原則として支給しない。 

４ 早割航空運賃、都市間高速バス、宿泊パック等の割引運賃を優先する。なお、会の都合

により航空券等を変更する必要が生じた場合は、手数料を支給する。 

５ 飛行機のスーパーシート、鉄道のグリーン料金等の上級オプション料は支給しない。 

６ 自家用車を使用する場合は、次のいずれかに該当する場合に限り、旅費請求書に基づき

燃料費 1 ㎞につき 10 円を支給する。なお、高速道路を利用する場合は最短経路による実

費を加算する。 

 (１) 公共交通機関の利用が困難な場合 

 (２) その他必要と認められる場合 

７ 前項の規定に基づき自家用車を使用に伴う駐車料金については、第４項の割引運賃を

超えない範囲で支給することができる。 

(講師等の交通費) 

第５条 講師等の交通費は、実費を支給する。 

２ 交通費は、原則として、講師の現住所を起点として、公共交通機関を利用し最短経路調

査に基づき支給する。 

３ タクシー代は、必要に応じ支給する。 

４ 原則として最も経済的な方法(早割航空運賃、宿泊パック等)での利用を要請する。 



５ 飛行機のスーパーシート、鉄道のグリーン料金等の上級オプション料金は、会長の判断

により必要に応じて支給する。 

(役員等の宿泊費) 

第６条 役員及び講師等の宿泊費は次の金額を上限として実費を支給する。 

(１) 会務出席宿泊費 

会員、非会員に関らず一律１泊 10,000円 

 (講師の飲食費) 

第７条 講師の飲食費は、次の金額を上限として実費を負担する。ただし、懇親会について

は、１次会に限る。 

区 分 昼食代 懇親会(１次会のみ) 

外部講師(非会員) 1,000円 5,000円 

内部講師(会員) 1,000円 なし 

(日当) 

第８条 日当は、次の基準により支払うものとする。なお、支払方法は必要に応じて交通費、

宿泊費に加算し、合算した額を旅費として支給する。 

(１) 外部委員(非会員)の日当 

区分 金額 

外部委員(非会員) 報

酬を受ける場合を除く 
2,000円 

(２) その他会長が特別に日当支給を承認した会務  

会員、非会員に関らず一律１日 2,000円 

(３) 本会及び支部が主催する研修会のうち、外部講師を招聘し、かつ、宿泊を伴う場合 

講師一律１日 2,000円 

(４) 本会及び支部が主催する事業のうち、昼食を挟んで従事を要する場合 

事業に従事した会員一律１日 1,000円 

２ 日当を支給した事業については、食事(弁当など)を提供しない。  

 

附 則 

１ 本細則は、本会の設立の日から施行する。 

２ この細則は、2013 年 7 月 20 日から施行する。なお、改正後の規定は、2013 年 4 月 1

日から適用する。 

３ この細則は、2016 年 10 月 22 日から施行し、改正後の条文については、2017 年 4 月 1

日から適用する。 


